
令和元年度「学校における働き方改革推進プラン」取組状況調査の 

結果（速報値）について【概要】 

                                                 令 和 元 年 １ １ 月 ２ ８ 日 

                                                 千葉県教育庁教育振興部教職員課 

                                                 電話 ０４３－２２３－４０３６ 

  

令和元年１０月に実施した、「学校における働き方改革推進プラン」（以下、「プラン」

という。）の取組状況調査の結果がまとまりましたので、その概要をお知らせします。 

この調査は、各市町村教育委員会及び県立学校が、昨年９月に策定した「学校における

働き方改革推進プラン（本年５月改定）」に示した４８項目の取組の進捗状況を検証する

ことで、働き方改革に効果のある取組を明らかにし、教職員の総労働時間の縮減に資する

ために実施したものです。 

 
１ 調査方法等 

（１）調査時期  

   令和元年１０月１日現在の取組状況 

（２）調査対象 

   県内の全ての市町村教育委員会及び県立学校 

   ※市町村教育委員会は、千葉市を除く５３市町村を対象 

（３）調査の実施方法 

①市町村教育委員会 

「プラン」に掲げた２２項目（別紙１参照）の取組状況をアンケートにより回答（各項目に設定

した基準が達成できていれば〇を記載する）。 

②県立学校 

「プラン」に掲げた２６項目（別紙２参照）の取組状況をアンケートにより回答（各項目に設定

した基準が達成できていれば〇を記載する）。 

 

２ 調査結果の概要   

（１）市町村教育委員会の取組状況（※データ編Ｐ１参照） 

※ピンク色で網かけ…達成率が７０％未満  
ＮＯ． 取組内容 取組達成率 
取組 １ 時間外勤務の短縮に向けた方針・計画策定 ８８．７％ 
取組 ２ 全庁的な推進体制の構築 ３０．２％ 
取組 ３ 業務改善のＰＤＣＡサイクルの構築 ７１．７％ 
取組 ４ ＩＣＴ活用の環境整備 ６６．０％ 
取組 ５ ＩＣＴを活用した教材等の共有化 １００％ 
取組 ６ 学校事務の共同実施等 ９８．１％ 
取組 ７ 学校への調査等の精選 ８６．８％ 
取組 ８ 研修会等の精選 ７７．４％ 
取組 ９ 運動部活動ガイドラインの運用 ９６．２％ 
取組１０ 文化部活動ガイドラインの運用 ７７．４％ 
取組１１ 出退勤時刻を客観的に把握するシステム構築 ７７．４％ 
取組１２ 勤務時間外対応のため留守番電話等の整備 ３４．０％ 
取組１３ 学校閉庁日の設定 ９６．２％ 
取組１４ スクール･カウンセラー等の配置促進 ９４．３％ 
取組１５ スクール・サポート・スタッフ等の配置促進 ９２．５％ 
取組１６ 登下校対応のため地域等との連携強化 ８６．８％ 
取組１７ 適正な勤務時間設定の取組のＰＴＡへの説明 ８６．８％ 
取組１８ 県教育委員会と市町村教育委員会の連携 ８４．９％ 
取組１９ 業務改善の取組についての自己点検･評価 ６４．２％ 
取組２０ 働き方改革を職員研修等での推進 ９２．５％ 
取組２１ 達成状況の把握・検証 ５０．９％ 
取組２２ 優れた取組のホームページ等での紹介 ２２．６％ 

資料１ 教育委員会 取組状況一覧（令和元年度調査） 



①２２項目の取組のうち、達成率が高い（８０％以上）取組は、１２項目であった。 
 （主な上位項目） 

  ・ＩＣＴを活用した教材等の共有化（取組５）      １００％ 
  ・学校事務の共同実施等（取組６）            ９８．１％ 
  ・運動部活動ガイドラインの運用（取組９）        ９６．２％ 
  ・学校閉庁日の設定（取組１３）             ９６．２％ 
②２２項目の取組のうち、達成率が低い（７０％未満）取組は、６項目であった。 
（主な下位項目） 

・優れた取組のホームページ等での紹介（取組２２）    ２２．６％ 
・全庁的な推進体制の構築（取組２）           ３０．２％ 
・勤務時間外対応のため留守番電話等の整備（取組１２）  ３４．０％ 

 ③ＩＣＴ活用の環境整備（取組４）の達成率は６６．０％であったが、ＩＣＴを活用した教材等の

共有化（取組５）は達成率１００％であった。校内ＬＡＮの整備については、９６．２％が整備

できているとの回答であり、各学校･各教育委員会で共有化の工夫を図っていると思われる。 
 
（２）県立学校の取組状況（※データ編Ｐ２参照）   

※ピンク色で網かけ…達成率が７０％未満  
ＮＯ． 取組内容 取組達成率 
取組 １ 学校行事や会議の見直し ７７．３％ 
取組 ２ 会議の効率化 ９３．８％ 
取組 ３ 電子化による事務の効率化 ９３．８％ 
取組 ４ 学校徴収金の口座引き落とし等 ９１．５％ 
取組 ５ 外部との連絡調整窓口の明確化 ８８．１％ 
取組 ６ 委員会等の合同・統一化等 ８０．１％ 
取組 ７ 運動部活動ガイドラインの運用 ９３．２％ 
取組 ８ 文化部活動ガイドラインの運用 ８６．９％ 
取組 ９ 複数顧問の配置 ９４．３％ 
取組１０ 出退勤時刻の客観的把握・指導 ９７．７％ 
取組１１ １日当たりの在校時間１２時間以内 ３１．３％ 
取組１２ 土曜日と日曜日のいずれか一方の休暇取得 ４２．０％ 
取組１３ 勤務時間内での会議の終了や会議の見直し ９９．４％ 
取組１４ 時間外勤務の管理適正化 ９７．７％ 
取組１５ 週１日の定時退勤日の設定 ５０．６％ 
取組１６ 長期休業期間中の定時退勤 ９７．７％ 
取組１７ 学校閉庁日の設定 １００％ 
取組１８ １週間以上の連続休暇奨励 ９１．５％ 
取組１９ 家族記念日などにおける年次休暇の奨励 ９２．０％ 
取組２０ 勤務時間外対応のため留守番電話等の整備 ７１．０％ 
取組２１ 外部人材の積極的活用 ８４．１％ 
取組２２ 適正な勤務時間設定の取組のＰＴＡへの説明 ９２．０％ 
取組２３ 登下校対応のため地域等との連携強化 ７５．０％ 
取組２４ 働き方改革を学校の重点目標に設定・検証 ９３．２％ 
取組２５ 働き方改革を目標申告に設定 ７１．０％ 
取組２６ 働き方改革を学校評価に設定・検証 ８４．７％ 

資料２ 県立学校 取組状況一覧（令和元年度調査） 

①２６項目の取組のうち、達成率が高い（８０％以上）取組は、１９項目であった。 
 （主な上位項目） 

  ・学校閉庁日の設定（取組１７）            １００％ 
  ・勤務時間内での会議の終了や会議の見直し（取組１３）  ９９．４％ 
  ・出退勤時刻の客観的把握・指導（取組１０）       ９７．７％ 
  ・時間外勤務の管理適正化（取組１４）          ９７．７％ 
  ・長期休業期間中の定時退勤（取組１６）         ９７．７％ 
②２６項目の取組のうち、達成率が低い（７０％未満）取組は、３項目であった。 
（主な下位項目） 

・１日当たりの在校時間１２時間以内（取組１１）     ３１．３％ 
・土曜日と日曜日のいずれか一方の休暇取得（取組１２）  ４２．０％ 



（３）高等学校（全日制）と特別支援学校の取組状況の比較分析（※データ編Ｐ４参照） 

※水色で網かけ…達成状況に遅れが見られる取組 

資料３ 高等学校（全日制）と特別支援学校の取組状況の比較（令和元年度調査） 

 

 ・２６項目の取組のうち、達成できていると回答のあった取組数の平均は、高等学校（全日制）で  

２１．５項目、特別支援学校で２２．０項目であり、大きな差は見られなかったが、一部に、達

成状況に大きな差が見られる取組があった。 
・高等学校において、土曜日と日曜日のいずれか一方の休暇取得（取組１２）、週１日の定時退勤

日の設定（取組１５）について、達成状況の遅れが目立った。 
・また、部活動に従事する時間が長い高等学校において、部活動ガイドラインに則り、自校の活動

方針等を策定するなど適切な運用が行われているものの、在校時間の短縮にまではつながってい

ないことがわかった。 
・特別支援学校において、勤務時間外対応のため留守番電話等の整備（取組２０）、登下校対応の

ため地域等との連携強化（取組２３）、働き方改革を目標申告に設定（取組２５）について、達

成状況の遅れが目立った。緊急時の対応や保護者からの問合せが多数あることなど、よりきめ細

かい対応が求められていることが背景にあると思われる。 
・また、部活動に従事する時間が短い特別支援学校において、運動部活動ガイドラインの運用（取

組７）、文化部活動ガイドラインの運用（取組８）、複数顧問の配置（取組９）について、達成状

況の遅れが目立ったが、部活動数が少ない学校や部活動が設置されていない学校があることが背

景にあると思われる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＮＯ． 取組内容 高等学校
（全日制） 

特別支援学校 

取組 １ 学校行事や会議の見直し ７４．２％ ９１．７％ 
取組 ２ 会議の効率化 ９４．２％ ８８．９％ 
取組 ３ 電子化による事務の効率化 ９４．２％ ８８．９％ 
取組 ４ 学校徴収金の口座引き落とし等 ９４．２％ ８３．３％ 
取組 ５ 外部との連絡調整窓口の明確化 ９０．０％ ８６．１％ 
取組 ６ 委員会等の合同・統一化等 ７７．５％ ８６．１％ 
取組 ７ 運動部活動ガイドラインの運用 ９９．２％ ６９．４％ 
取組 ８ 文化部活動ガイドラインの運用 ９５．８％ ５０．０％ 
取組 ９ 複数顧問の配置 ９９．２％ ７７．８％ 
取組１０ 出退勤時刻の客観的把握・指導 ９６．７％ １００％ 
取組１１ １日当たりの在校時間１２時間以内  ５．０％ ９４．４％ 
取組１２ 土曜日と日曜日のいずれか一方の休暇取得 １９．２％ １００％ 
取組１３ 勤務時間内での会議の終了や会議の見直し １００％ ９７．２％ 
取組１４ 時間外勤務の管理適正化 ９７．５％ ９７．２％ 
取組１５ 週１日の定時退勤日の設定 ３９．２％ ８６．１％ 
取組１６ 長期休業期間中の定時退勤 ９６．７％ １００％ 
取組１７ 学校閉庁日の設定 １００％ １００％ 
取組１８ １週間以上の連続休暇奨励 ９０．０％ ９４．４％ 
取組１９ 家族記念日などにおける年次休暇の奨励 ９１．７％ ９１．７％ 
取組２０ 勤務時間外対応のため留守番電話等の整備 ７７．５％ ６１．１％ 
取組２１ 外部人材の積極的活用 ８４．２％ ８３．３％ 
取組２２ 適正な勤務時間設定の取組のＰＴＡへの説明 ９３．３％ ８６．１％ 
取組２３ 登下校対応のため地域等との連携強化 ８１．７％ ５８．３％ 
取組２４ 働き方改革を学校の重点目標に設定・検証 ９４．２％ ９１．７％ 
取組２５ 働き方改革を目標申告に設定 ７４．２％ ５８．３％ 
取組２６ 働き方改革を学校評価に設定・検証 ８６．７％ ８０．６％ 



（４）「教員等の出退勤時刻実態調査（令和元年６月調査）」の結果との関連分析 

（※データ編Ｐ６参照） 

「プラン」の取組状況と、正規の勤務時間を８０時間超えて在校する教職員（以下、「８０超」

という。）の割合を比較した。 
【市町村教育委員会】 

・取組の有無により８０超の割合に５ポイント以上の差が見られる、取組の効果が高いと思われる

項目は、８項目（取組２、４、１２、１４、１５、１６、１８、２２）であった。 
・８０超の割合に１０ポイント以上の差が見られた項目は、 

スクール･カウンセラー等の配置促進（取組１４）が１２．３ポイント 
優れた取組をホームページ等で紹介（取組２２）が１０．９ポイント 
登下校対応のため地域等との連携強化（取組１６）が１０．４ポイント 

の３項目であった。特に、これら３項目については取組の効果が高いと思われる。 
【県立高等学校（全日制）】 

・取組の有無により８０超の割合に５ポイント以上の差が見られる、取組の効果が高いと思われる

項目は、６項目（取組７、９、１１、１４、１６、２６）であった。 
・８０超の割合に１０ポイント以上の差が見られた項目は、 

運動部活動ガイドラインの運用（取組７）が２８．５ポイント 
１日当たりの在校時間１２時間以内（取組１１）が２２．６ポイント 
複数顧問の配置（取組９）が１１．６ポイント 
時間外勤務の管理適正化（取組１４）が１１．４ポイント 

の４項目であった。特に、これら４項目については取組の効果が高いと思われる。 
【県立特別支援学校】 

・８０超の教職員が２名しかいないことから、取組の有無による差は見られなかった。 
・取組の有無により正規の勤務時間を超えた在校時間に差が見られた項目は、差が大きい順に 

１日当たりの在校時間１２時間以内（取組１１） 
委員会等の合同・統一化等（取組６） 
学校行事や会議の見直し（取組１） 
勤務時間内での会議の終了や会議の見直し（取組１３） 

であった。 
 

（５）正規の勤務時間を８０時間超えて在校する教職員数が昨年度より増減した要因例 

（※データ編Ｐ１１参照） 

【市町村教育委員会】 
 増加した要因例   
・新学習指導要領への対応や授業時数の増加により、業務量が増えた。 
・新規採用を含む若年層教職員が増加した影響が見られた。 
減少した要因例   
・保護者や地域に、働き方改革推進プランについて周知した効果が見られた。 
・留守番電話を自動応答としたことから、勤務時間外の電話対応業務が軽減された。 
・朝練習をやめるなど、部活動の時間を大きく短縮した。 

【県立高等学校（全日制）・県立特別支援学校】 
 増加した要因例   
・部活動の大会前であり、練習日や練習時間が増加した。 
・若手職員が増えたことから、文化祭指導や部活動指導に時間をかける傾向が見られた。 
 減少した要因例   
・部活動のガイドラインを策定したことにより、土日の部活動での出勤が減少した。 
・学校重点目標に、働き方改革に関する記載を加えた効果が見られた。 
・毎週水曜日を「ノー残業デー」に設定し、水曜日に定時退勤できない教職員は、他の日に定時

退勤するよう周知徹底した。 



別紙１
学校における働き方改革推進プラン（教育委員会 ）

番号 取組内容
1 管下学校の業務改善に関して、時間外勤務の短縮に向けた業務改善方針や計画を策定する。
2 働き方改革に係る全庁的な推進体制を構築する。
3 業務改善目標を定め、業務改善のＰＤＣＡサイクルを構築する。
4 ＩＣＴを活用する環境の整備を図る。
5 ＩＣＴを活用した教材や指導案の共有化を図る。
6 学校事務の共同実施や庶務事務システムの活用を図る。
7 学校への調査等を整理・精選する。
8 学校の各種研究会及び学校職員が参加する研修会等を整理・精選する。
9 「運動部活動に関するガイドライン」を改訂（又は策定）し、運動部活動の適切な活動時間や

休養日等を設定する。
10 「文化部活動に関するガイドライン」を改訂（又は策定）し、文化部活動の適切な活動時間や休養日

等を設定する。
11 教職員の出退勤時刻をＩＣＴの活用やタイムカードなどにより勤務時間を客観的に把握し、集

計するシステムを構築する。
12 教職員の勤務時間外の保護者や外部からの問合せ等については、緊急時の教育委員会事務局等

への連絡方法を確保した上で、留守番電話の設置やメールによる連絡対応等ができるような体
制を整備する。

13 教育委員会として、管下学校の学校閉庁日を設定する。
14 支援が必要な児童生徒・家庭への対応に関して、高度に専門的な知識・経験を有するスクール

カウンセラー、スクールソーシャルワーカー、特別支援教育支援員等の学校への配置を促進す
る。

15 教職員が行う授業準備や校内掲示物の作成などの事務作業を補助するスクール・サポート・ス
タッフ等や、教職員に代わり部活動の指導や大会の引率等を行う部活動指導員等の学校への配
置を促進する。

16 登下校に関する対応や勤務時間外での生徒指導等について、学校・家庭・地域及び関係機関と
の連携を一層強化する体制を構築する。

17 教職員の適正な勤務時間の設定に係る取組について、保護者や地域の理解が得られるよう、Ｐ
ＴＡ等に説明会や文書等により必要な要請を行う。

18 県教育委員会と市町村教育委員会は、学校の業務改善及び教職員の意識改革の取組について、
連携を図り推進していく。

19 業務改善方針・計画や、実施する業務改善の取組について、教育委員会の自己点検・評価の中に取り
入れる。

20 学校職員が参加する研修会や会議等及び市町村教育委員会への説明会や会議等で積極的に推進を図
る。

21 方針及び行動計画等について、達成状況を調査等で把握し、継続的に検証・見直しを図る。
22 学校における働き方改革に向けての優れた取組等について、教育委員会のホームページ等で紹介し、

広めていく。



別紙２
学校における働き方改革推進プラン（県立学校）

番号 取組内容
1 校長は、学校行事や会議、打合せ等を思い切って見直す。
2 校長は、会議や打合せ等の効率化を図る。
3 校長は、事務の合理化を図る（電子化等）。
4 給食費及び教材費等学校徴収金は、銀行振り込み・口座引き落としによる徴収とする。
5 地域ボランティア等との連絡調整の際の学校側の窓口としては、副校長、教頭、主幹教諭等を地域連携担当

と校務分掌上に位置付ける。
6 学校に設置されている様々な委員会等については、委員会等の合同設置や構成員の統一等、業務の適正化に

向けた運用を行う。
7 スポーツ庁及び県教育委員会の「運動部活動に関するガイドライン」（市町村立学校にあっては、市町村教

育委員会の方針）に則り、活動方針を策定し、運動部活動の適切な活動時間や休養日等を設定し、運動部活
動の運営を適切に行う。

8 文化庁及び県教育委員会の「文化部活動に関するガイドライン」（市町村立学校にあっては、市町村教育委
員会の方針）に則り、活動方針を策定し、文化部活動の適切な活動時間や休養日等を設定し、文化部活動の
運営を適切に行う。

9 複数の職員で１つの部を担当する。（複数顧問の配置）
10 管理職員は、教職員の出退勤時刻をＩＣＴの活用やタイムカードなどにより勤務時間を客観的に把握し、必

要に応じ、指導・助言を与える。
11 教職員は、月当たり正規の勤務時間を８０時間超えて在校することがないように、１日当たりの在校時間を

１２時間以内とする。なお、週休日である土曜日又は日曜日に業務に従事する場合は、月当たり正規の勤務
時間を８０時間超えて在校することがないように、１日当たりの在校時間を調整する。

12 教職員は、週休日である土曜日・日曜日に業務に従事する場合は、必ずどちらか一方とし、連続して業務に
従事しないようにする。

13 校長は、会議や打合せ等が勤務時間外に及ばないよう留意するとともに、会議の必要性も含め、見直しも検
討する。

14 校長は、時間外勤務の管理を適正に行うとともに、教職員の心身の健康に配慮する。
15 校長は、特に定時退勤に努める日として、週に１日は定時退勤日を必ず設ける。
16 校長及び教職員は、長期休業期間中において、定時退勤に努める。
17 校長は、長期休業期間中において、一定期間の学校閉庁日を設定する（市町村立学校は市町村教育委員会に

おいて設定する）。
18 校長は、連続した休暇の取得奨励の一つとして、職員一人一人が、週休日、休日等も活用しながら、１年に

１度は１週間以上の連続休暇（ゆとりウィーク）を取得するよう奨励する。
19 校長は、職員や家族の誕生日、結婚記念日、子供の学校行事等を家族とともに過ごす日として、年次休暇の取得を奨

励する。
20 教職員の勤務時間外の保護者や外部からの問合せ等については、緊急時の教育委員会事務局等への連絡方法を確保し

た上で、留守番電話の設置やメールによる連絡対応等ができるような体制を整備する。
21 校長は、学校の教育活動を支援するボランティア等の外部人材を積極的に活用する。
22 校長は、教職員の適正な勤務時間の設定に係る取組について、保護者や地域住民等に適切に説明を行う。
23 校長は、登下校に関する対応や勤務時間外での生徒指導等について、学校・家庭地域及び関係機関との連携を一層強

化する体制を構築する。
24 校長は、学校の重点目標・経営方針に、働き方に関する視点を盛り込み、学校全体で取り組むとともに、ＰＤＣＡサ

イクルを構築する。

25
教職員は、校長が出した学校重点目標・経営方針を踏まえ、目標申告シートに、働き方に関する視点を盛り込む。

26
 校長は、学校評価において重点的な評価項目の一つとして、業務改善や教職員の働き方に関する項目を明確に位置付
け、自己評価、学校関係者評価、第三者評価を実施する。


